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新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第14号 

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則の一部を改正する規則 

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則（昭和48年新潟県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動別表号」という｡)に対応する次

の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動後別表号」という｡)が存在する場合

には当該移動別表号を当該移動後別表号とし、移動別表号に対応する移動後別表号が存在しない場合には当該移

動別表号（以下「削除別表号」という｡)を削り、移動後別表号に対応する移動別表号が存在しない場合には当該

移動後別表号（以下「追加別表号」という｡)を加える。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く。以下「改正後部分」とい

う｡)に対応する次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び削除別表号を除く。以下「改正

部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存

在しない場合には当該改正後部分を加える。 
改 正 後 改 正 前 

別表（第４条関係） 

機  械  器  具 

（略） 

３ 測定試験機器 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 万能材料試験機（恒温槽を使用しない場

合） 

 (5) 万能材料試験機（恒温槽を使用する場合） 

 (6) （略） 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

 (11) （略） 

 (12) （略） 

 (13) （略） 

 (14) （略） 

 (15) （略） 

 (16) （略） 

 (17) （略） 

 (18) （略） 

 (19) （略） 

 (20) （略） 

 (21) （略） 

 

 (22)～(82) （略） 

 (83) 非接触表面形状測定機 

 (84)～(100) （略） 

 (101) デュロメータ（ゴム硬度計） 

 (102)～(143) （略） 

４ その他 

 (1)～(18) （略） 

 (19) ファインバブル発生装置 

 (20) ウルトラファインバブル発生装置 

別表（第４条関係） 

機  械  器  具 

（略） 

３ 測定試験機器 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 万能材料試験機 

 

 

 (5) （略） 

 (6) （略） 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

 (11) （略） 

 (12) （略） 

 (13) （略） 

 (14) （略） 

 (15) （略） 

 (16) （略） 

 (17) （略） 

 (18) （略） 

 (19) （略） 

 (20) （略） 

 (21) 糸むら測定装置 

 (22)～(82) （略） 

 (83) 三次元構造解析顕微鏡 

 (84)～(100) （略） 

 (101) 非接触三次元測定機 

 (102)～(143) （略） 

４ その他 

 (1)～(18) （略） 
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 備考 （略）  備考 （略） 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


